
回
の
相
続
法
改
正
の
特
徴
の

１
つ
と
し
て
、
被
相
続
人
の

配
偶
者
を
保
護
す
る
方
策
が
い
く
つ

か
措
置
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
そ
の
１
つ
に
「
持
戻
し
免
除
の

意
思
表
示
の
推
定
規
定
」
の
新
設
が

あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
婚
姻
期
間

20
年
以
上
の
配
偶
者
が
居
住
用
不
動

産
の
遺
贈
ま
た
は
贈
与
を
受
け
た
場

合
、
そ
の
不
動
産
を
遺
産
分
割
時
の

特
別
受
益
の
持
戻
し
計
算
に
入
れ
な

く
て
も
よ
い
と
す
る
規
定
で
あ
る
。

配
偶
者
の
こ
と
を
心
配
し
、
居
住

用
不
動
産
の
贈
与
を
考
え
て
い
る
お

客
様
な
ど
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
い
。

生
前
贈
与
さ
れ
た
配
偶
者
は

遺
産
分
割
で
不
利
な
場
合
も

①
規
定
新
設
の
背
景

遺
産
分
割
は
、
被
相
続
人
の
相
続

開
始
時
に
被
相
続
人
が
所
有
し
て
い

た
相
続
財
産
を
対
象
に
行
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
被
相
続
人
が
生
前
に
推
定

相
続
人
の
一
部
に
財
産
を
贈
与
し
て

い
た
場
合
に
、
遺
産
分
割
を
残
り
の

相
続
財
産
か
ら
行
う
と
、
生
前
贈
与

を
受
け
た
相
続
人
と
、
そ
う
で
な
い

相
続
人
と
の
間
で
不
公
平
が
生
じ
る

こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
民
法
で
は
被
相
続
人
か
ら

遺
贈
や
贈
与
を
受
け
た
相
続
人
が
い

る
場
合
、
そ
の
贈
与
分
を
加
え
た
も

の
を
相
続
財
産
と
み
な
す
規
定
が
あ

る
（「
特
別
受
益
の
持
戻
し
」。
民
法

第
９
０
３
条
第
１
項
）。

し
か
し
、
配
偶
者
に
遺
贈
・
贈
与

さ
れ
た
財
産
も
遺
産
分
割
の
対
象
と

す
る
と
、
例
え
ば
配
偶
者
が
自
宅
を

生
前
贈
与
さ
れ
た
こ
と
で
預
貯
金
を

相
続
で
き
な
く
な
る
な
ど
、
か
え
っ

て
被
相
続
人
亡
き
後
の
配
偶
者
の
生

活
が
不
安
定
に
な
る
と
い
う
問
題
が

あ
っ
た
。

適
用
対
象
と
な
る
の
は

７
月
以
降
の
贈
与

②
改
正
に
よ
る
変
更
点

こ
の
よ
う
な
問
題
を
受
け
、
改
正

相
続
法
で
は
「
持
戻
し
免
除
の
意
思

表
示
の
推
定
規
定
」（
以
下
、「
本
規

定
」）
が
新
設
さ
れ
た
。

本
規
定
は
、
婚
姻
期
間
20
年
以
上

の
夫
婦
間
に
お
い
て
、
一
方
の
配
偶

者
が
他
方
の
配
偶
者
に
対
し
て
、
そ

の
居
住
用
不
動
産
を
遺
贈
ま
た
は
贈

与
し
た
と
き
、
被
相
続
人
に
よ
る
特

別
受
益
の
持
戻
し
免
除
の
意
思
表
示

法改正をきっかけに
こんなお客様に
アドバイスを行おう

FPオフィス・うえだ
ファイナンシャルプランナー

税理士・社会保険労務士
CFPⓇ・１級FP技能士

お客様の事例を挙げながら、今般の改正の中で
特に重要な３つの項目について解説する。

今 改
正
に
よ
るる
遺
贈贈
・
贈
与
の

有
効
性
を
伝伝
え
手手
続
き
を
支
援援

配
偶
者
に
居
住
用
不
動
産
の
遺
贈
・
贈
与
を
考
え
て
い
る
お
客
様

❶

上田亨
佐藤正明

❶ ❷
❸

相続対策アドバイス
７月施行の改正法を踏まえた特

集

162019年６月１日号

21
条
の
６
）
と
い
う
特
例
に
も
似
て

い
る
。
こ
れ
は
、
婚
姻
期
間
が
20
年

以
上
の
夫
婦
の
間
で
、
居
住
用
不
動

産
ま
た
は
そ
れ
を
取
得
す
る
た
め
の

金
銭
の
贈
与
が
行
わ
れ
た
場
合
、
贈

与
税
基
礎
控
除
１
１
０
万
円
の
ほ
か

に
最
高
２
０
０
０
万
円
ま
で
が
非
課

税
と
な
る
特
例
で
あ
る
。

こ
の
点
、
相
続
法
改
正
で
新
設
さ

れ
た
本
規
定
は
居
住
用
不
動
産
が
対

象
で
、
居
住
用
不
動
産
を
取
得
す
る

た
め
の
金
銭
は
含
ま
れ
な
い
点
が
異

な
る
。
ま
た
、
金
額
の
上
限
は
な

争
い
の
種
に
な
ら
な
く
て
済
む
だ
ろ

う
。本

規
定
で
注
意
す
べ
き
な
の
が
、

居
住
用
不
動
産
を
遺
贈
・
贈
与
し
た

時
期
だ
。
２
０
１
９
年
７
月
１
日
よ

り
前
に
遺
贈
ま
た
は
贈
与
さ
れ
た
場

合
、
本
規
定
は
適
用
さ
れ
ず
、
遺
産

分
割
時
に
は
被
相
続
人
の
相
続
財
産

に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
適
用
さ

れ
る
の
は
７
月
１
日
以
降
の
遺
贈
・

贈
与
で
あ
る
。

本
規
定
は
、
相
続
税
法
の
「
贈
与

税
の
配
偶
者
控
除
」（
相
続
税
法
第

と
推
定
し
、
遺
産
分

がが
ああ
っ
たた
も
の
と

原
則
と
し
て
当
該

割割
にに
お
いい
て
は
、の

持
戻
し
計
算
を
不

居居
住住
用
不不
動
産
のだ

（
改
正
民
法
第
９

要要
とと
す
るる
も
の
だ。

００
３３
条
第第
４
項
）の

意
思
表
示
の
推
定

持持
戻
しし
免
除
の推

定
」
な
の
で
、
被

はは
ああ
く
まま
で
「
推る

意
思
を
表
示
し
て

相相
続続
人
がが
異
な
る戻

し
免
除
が
認
め
ら

い
たた
場
合合
は
持
戻・

贈
与
す
る
居
住
用

れれ
なな
い
。。
遺
贈
・て

持
戻
し
を
望
ま
な

不不
動動
産
にに
つ
い
てそ

の
旨
を
書
面
等
で

い
場場
合
にに
は
、
そほ

う
が
相
続
人
間
の

残残
しし
て
おお
い
た
ほ

い
。
こ
の
よ
う
な
改
正
相
続
法
（
民

法
）
と
相
続
税
法
と
の
違
い
を
整
理

し
て
お
客
様
に
説
明
す
る
こ
と
も
大

切
だ
ろ
う
。

預
貯
金
の
割
合
が
低
い
場
合

贈
与
の
活
用
を
ア
ド
バ
イ
ス

③
具
体
的
な
事
例

本
規
定
は
、
居
住
用
不
動
産
の
遺

贈
・
贈
与
を
考
え
る
お
客
様
お
よ
び

そ
の
配
偶
者
に
ど
ん
な
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

図
表
１
は
、
お
客
様
の
相
続
人
が

妻
と
、
先
妻
の
子
と
い
う
ケ
ー
ス
。

妻
は
自
宅
を
生
前
贈
与
さ
れ
て
い

る
。
民
法
改
正
前
で
あ
れ
ば
、
生
前

贈
与
さ
れ
た
自
宅
も
相
続
財
産
に
含

め
る
の
で
、
妻
の
取
り
分
２
５
０
０

万
円
か
ら
自
宅
分
を
差
し
引
い
て
、

預
貯
金
は
５
０
０
万
円
し
か
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
方
、
改
正
後
は
、
自
宅
分
は
相

続
財
産
に
含
め
な
い
の
で
、
妻
と
先

妻
の
子
は
そ
れ
ぞ
れ
１
５
０
０
万
円

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

改
正
前
で
あ
れ
ば
、
妻
は
十
分
な

図表１　相続人が妻と先妻の子のケース

【profile】
・相 続 人：妻（婚姻期間25年）と
　　　　　　先妻（故人）との子一人
・相続財産：預貯金3000万円
・生前贈与：妻へ自宅2000万円
・分割割合：法定相続割合

法改正前

妻

2500万円
（預貯金500万円＋
生前贈与2000万円）

子

預貯金2500万円

故先妻

お客様本人（被相続人）

（3000万円＋2000万円）

遺産分割対象額：
5000万円

法改正後

妻

預貯金1500万円

お客様本人（被相続人）

遺産分割対象額：
3000万円

故先妻

子

預貯金1500万円

17 2019年６月１日号


